
 

 

 

大阪市こども相談センター規則の一部を改正する規則 

 

大阪市こども相談センター規則（昭和31年大阪市規則第68号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規

定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分（[ ]で注記した項番号を含

む。以下同じ。）に二重傍線を付した規定（以下「対象規定」という。）をこれに対応する改正後欄

に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲

げていないものを加える。 

改正後 改正前 

（職の設置等） 

第５条 [①] 中央こども相談センターに東

部方面担当部長を置く。 

２ [略] 

３ 前２項に定めるもののほか、別表に定め

るところにより、中央こども相談センター

等に担当課長を置く。 

４ 前３項に定めるもののほか、中央こども

相談センター等に医務主幹、保健主幹、担

当課長代理、医務副主幹、保健副主幹、副

参事、担当係長又は医長を置くことがある。 

５ [略] 

６ 担当部長は、その職名に冠された事務を

所管するほか、こども青少年局長が定める

事務を所管する。 

７ [略] 

８ 東部方面担当部長、北部こども相談セン

ター所長、南部こども相談センター所長、

担当課長、医務主幹、保健主幹、担当課長

代理、医務副主幹、保健副主幹、副参事、

（職の設置等） 

第５条 [新設] 

 

[①] [同左] 

２ 前項に定めるもののほか、別表に定める

ところにより、中央こども相談センター等

に担当課長を置く。 

３ 前２項に定めるもののほか、中央こども

相談センター等に医務主幹、保健主幹、担

当課長代理、医務副主幹、保健副主幹、副

参事、担当係長又は医長を置くことがある。 

４ [同左] 

[新設] 

 

 

５ [同左] 

６ 北部こども相談センター所長、南部こど

も相談センター所長、担当課長、医務主幹、

保健主幹、担当課長代理、医務副主幹、保

健副主幹、副参事、担当係長及び医長は、

大阪市規則第29号



 

担当係長及び医長は、本市職員のうちから

市長が命ずる。 

９ 東部方面担当部長、北部こども相談セン

ター所長、南部こども相談センター所長、

担当課長、医務主幹、保健主幹、担当課長

代理、医務副主幹、保健副主幹、副参事、

担当係長及び医長は、おのおの上司の命を

受けて所管の事務を処理し、所属員を指揮

監督する。 

10・11 [略] 

本市職員のうちから市長が命ずる。 

 

７ 北部こども相談センター所長、南部こど

も相談センター所長、担当課長、医務主幹、

保健主幹、担当課長代理、医務副主幹、保

健副主幹、副参事、担当係長及び医長は、

おのおの上司の命を受けて所管の事務を処

理し、所属員を指揮監督する。 

 

８・９ [同左] 

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線

は注記である。 

   附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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